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教育課程に係る点検・評価項目

１．学位授与方針が，大学等の目的を踏まえ，具体的かつ明確に定められていること。 A A A A A A A A A A A A - - -

２．教育課程方針において，学生や授業科目を担当する教員が解り易いよう，①から③の方針が具体的かつ明確に示していること。
　　①教育課程の編成の方針　②教育課程における教育・学習方法に関する方針　③学習成果の評価の方針

A A A A A A A A A A A A - - -

３．教育課程方針が学位授与方針と整合性を有していること。 A A A A A A A A A A A A - - -

４．教育課程の編成が，体系性を有していること。 A A A A A A A A A A A A - - -

５．授業科目の内容が，授与する学位に相応しい水準となっていること。 A A A A A A A A A A A A - - -

６．他の大学又は大学以外の教育施設等における学習，入学前の既修得単位等の単位認定を行っている場合，認定に関する規定を法令に従い規則等で定めているこ
と。

A A A A A A A A A A A - - - -

７．大学院課程（専門職学位課程を除く）において，学位論文（特定の課題についての研究の成果を含む）の作成等にかかる指導に関し，指導教員を明確に定める等の指
導体制を整備し，計画を策定した上で指導すること。

- A - A - A - A - A A - - - -

８．１年間の授業を行う期間が原則として35週にわたるものとなっていること。 A A A A A A A A A A A A - - -

９．各科目の授業期間が10週又は15週にわたるものとなっていること。10週又は15週と異なる授業期間を設定する場合は，教育上の必要があり，10週又は15週を
期間として授業を行う場合と同等以上の十分な教育効果をあげていること。

A A A A A A A A A A A A - - -

１０．シラバスに授業名，担当教員名，授業の目的，到達目標，授業形態，各回の授業内容，成績評価方法，成績評価基準，準備学習等についての具体的な指示，教科書・
参考文献，履修条件等が記載され，学生に対して明示されていること。

A A A A A A A A A A A A - - -

１１．教育上主要と認める授業科目は，原則として専任の教授・准教授が担当していること。 A A A A A A A A A A A A - - -

１２．専門職大学院においては，履修登録の上限設定の制度（CAP制度）を設けていること。 - - - A - - - - - - - - - - -

１３．大学院において教育方法の特例（大学院設置基準第14条）の取組として夜間その他特定の時間又は期間に授業を行っている場合には，法令に則した実施方法と
なっていること。

- A - A - A - A - A A - - - -

１４．教職大学院について，連携協力校を確保していること。 - - - A - - - - - - - - - - -

１５．夜間において授業を実施している課程を置いている場合には，配慮を行っていること。 - - - - - - - - - - - - - - -

１６．履修指導の体制を組織として整備し，指導，助言が行われていること。 A A A A A A A A A A A A - - -

１７．学生のニーズに応え得る学習相談の体制を整備し，助言，支援が行われていること。 A A A A A A A A A A A A - - -

１８．社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培う取組を実施していること。 A A A A A A A A A A A A - - -

１９．障害のある学生，留学生，その他履修上特別な支援を要する学生に対する学習支援を行う体制を整えていること。 A A A A A A A A A A A A - - -

２０．成績評価基準を学位授与方針及び教育課程方針に則して定められている学習成果の評価の方針と整合性をもって，組織として策定していること。 A A A A A A A A A A A A - - -

２１．成績評価基準を学生に周知していること。 A A A A A A A A A A A A - - -

２２．成績評価基準に則り各授業科目の成績評価や単位認定が厳格かつ客観的に行われていることについて，組織的に確認していること。 A A A A A A A A A A A A - - -

２３．成績に対する異議申立て制度を組織的に設けていること。 A A A A A A A A A A A A - - -

２４．大学等の目的及び学位授与方針に則して，卒業又は修了の要件（以下，「卒業修了要件」という）を組織的に策定していること。 A A A A A A A A A A A - - - -

２５．大学院課程において，学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査に係る手続き及び評価の基準（以下，「学位論文評価基準」という）を組織として策定
していること。

- A - A - A - A - A A - - - -

２６．策定した卒業修了要件（学位論文評価基準を含む）を学生に周知していること。 A A A A A A A A A A A - - - -

２７．卒業又は修了の認定を，卒業修了要件（学位論文評価基準を含む）に則して組織的に実施していること。 A A A A A A A A A A A - - - -

２８．標準修業年限内の卒業（修了）率及び「標準修業年限×1.5」年内卒業（修了）率，資格取得等の状況が，大学等の目的及び学位授与方針に則して適正な状況にある
こと。

A A A A A A A A A A A - - - -

２９．就職（就職希望者に対する就職者の割合）及び進学の状況が，大学等の目的及び学位授与方針に則して適正な状況にあること。 A A A A A A A A A A A - - - -

３０．卒業（修了）時の学生からの意見聴取の結果により，大学等の目的及び学位授与方針に則した学習成果が得られていること。 A A A A A A A A A A A - - - -

３１．卒業（修了）後一定期間の修業経験等を経た卒業（修了）生からの意見聴取の結果により，大学等の目的及び学位授与方針に則した学習成果が得られていること。 A A A A A A A A A A A - - - -

３２．就職先等からの意見聴取の結果により，大学等の目的及び学位授与方針に則した学習成果が得られていること。 A A A A A A A A A A A - - - -

内部質保証推進責任者
点検・評価項目

※A＝評価基準を満たしている。　B＝評価基準を満たしていない。
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内部質保証推進責任者
点検・評価項目

※A＝評価基準を満たしている。　B＝評価基準を満たしていない。

学生の受入に係る点検・評価項目

１．入学者受入の方針において，「求める学生像」及び「入学者選抜の基本方針」の双方を明示していること。 - A - A - A - A - A A A - - -

２．入学者受入の方針に沿って，受入方法を採用しており，実施体制により公正に実施していること。 - A - A - A - A - A A A - - -

３．入学者受入の方針に沿った学生の受入が実際に行われているかどうかを検証するための取組を行っており，その結果を入学者選抜の改善に役立てていること。 - A - A - A - A - A A A - - -

４．実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっていないこと。 - B - A - B - A - A A A - - -

５．国立大学法人三重大学学則第４０条第２項又は三重大学大学院学則第１５条第２項に規定する者の入学（以下「飛び入学」という。）を行っている場合，制度が適切に
運用されていること。

- - - - - A - A - A - - - - -

学生支援に係る点検・評価項目

１．学生の生活，健康，就職等進路に関する相談・助言体制及び各種ハラスメント等に関する相談・助言体制を整備していること。 - - - - - - - - - - - A - - -

２．学生の部活動や自治会活動等の課外活動が円滑に行われるよう，必要な支援を行っていること。 - - - - - - - - - - - A - - -

３．障がいのある学生への生活支援等を行う体制を整備し，必要に応じて生活支援等を行っていること。 - - - - - - - - - - - A - - -

４．学生に対する経済面での援助を行っていること。 - - - - - - - - - - - A - - -

学生支援（留学生）に係る点検・評価項目

１．留学生への生活支援等を行う体制を整備し，必要に応じて生活支援等を行っていること。 - - - - - - - - - - - - - - A

２．留学生に対する経済面での援助を行っていること。 - - - - - - - - - - - - - - A

施設及び設備に係る点検・評価項目

１．教育研究活動を展開する上で必要な施設・設備を法令に基づき整備していること。 - - - - - - - - - - - - A - -

２．法令が定める実習施設等が設置されていること。 - - - - - - - - - - - - A - -

３．施設・設備における安全性について，配慮していること。 - - - - - - - - - - - - A - -

ICT環境に係る点検・評価項目

１．教育研究活動を展開する上で必要なICT環境を整備し，それが有効に活用されていること。 - - - - - - - - - - - - - A -

２．自習室，グループ討議室，情報機器室，教室・教育設備等の授業時間外使用等による自主的学習環境が十分に整備され，効果的に利用されていること。 - - - - - - - - - - - - - A -

図書資料等に係る点検・評価項目

１．大学組織の一部としての図書館において，教育研究上必要な資料を利用可能な状態に整備し，有効に活用されていること。 - - - - - - - - - - - - - A -

２．自習室，グループ討議室，情報機器室，教室・教育設備等の授業時間外使用等による自主的学習環境が十分に整備され，効果的に利用されていること。 - - - - - - - - - - - - - A -
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点検・評価項目

※A＝評価基準を満たしている。　B＝評価基準を満たしていない。

各学部・研究科の教職課程に係る点検・評価項目（全学）

１．教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画（教育学部の場合は当該目標及び計画に加え「学位授与の方針」，「教育課程編成・実施の方針」及び「入学者受
入れの方針」（３つの方針）。以下同じ。）の策定状況
　・具体的かつ明確な形で設定されているか。
　・教員の養成の目標と当該目標を達成するための計画（及び教育学部においては３つの方針）との関連性が明確か。

- - - - - - - - - - - A - - -

２．教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画策定とPDCAサイクルの実施
　・学生や教育委員会等の意見の考慮，所在する三重県の策定する「校長及び教員としての資質能力の向上に関する指標」との関連性の考慮が行なわれているか 。

・学生が教職課程での学修を通じて得た学びの成果（以下「学修成果」という。）を分析し，その結果を踏まえ自己点検・評価結果を行い，大学として社会情勢や教育環
境の変化等を踏まえた適切な見直しが行われているか。

- - - - - - - - - - - A - - -

３．複数の教職課程を通じた授業科目の共通開設など全学的な教育課程の編成状況と体系化
　・複数の教職課程間における授業科目の共通開設は，開設に責任を負う学科等の強み・特色を生かしつつ適切に行われているか。

・法令及び教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画と対応し，必要な授業科目が開設され適切な役割分担が図られているか，教職課程以外の科目との
関連性が適切に確保されているか。

- - - - - - - - - - - A - - -

４．教職課程の授業科目の実施に必要な施設・設備の整備状況
　・ICT（情報通信技術）環境（オンライン授業含む），模擬授業用の教室，関連する図書など，教職課程の授業科目の実施に必要な施設・設備が整備されているか。

- - - - - - - - - - - A - - -

５．ICTの活用指導力など，各科目を横断する重要な事項についての教職課程の体系化
　・教員として身に付けることが必要なICT活用指導力の全体像に対応して各科目間の役割分担が適切に図られているか。
　・到達目標や学修量が適切な水準となっているか。

- - - - - - - - - - - A - - -

６．教員の養成の目標の達成状況を明らかにするための情報の設定及び達成状況
　・教員の養成の目標の達成状況を明らかにするための情報が適切に設定されており，それがどの程度達成されているか。

- - - - - - - - - - - A - - -

７．教職員の配置状況及び教員の業績等の把握
　・教職課程認定基準（平成13年7月19日教員養成部会決定）で定められた必要専任教員数を充足しているか。
　・教職課程を適切に実施するため，事務組織を設け，必要な職員数を配置できているか。
　・担当授業科目に関する研究業績の状況，担当教員の学校現場等での実務経験の状況等を把握できているか。

- - - - - - - - - - - A - - -

８．ＦＤ・ＳＤの実施状況
・教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画への理解，並びに，教職課程を担う教員として望ましい資質・能力を身に付けさせるためのＦＤ・ＳＤが確実に

実施されているか。
- - - - - - - - - - - A - - -

９．授業評価アンケートの活用と授業改善
　・授業評価アンケートの作成・実施，その結果に基づいたＦＤの実施を行うことで，個々の授業の改善が行なえているか。

- - - - - - - - - - - A - - -

１０．学外者に対する情報公開状況
・学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１７２号の２のうち教職課程に関する部分，教育職員免許法施行規則第２２条の６に定められた情報公開が適切に

行われているか。
　・大学は，教員になるために必要な資質・能力を備えた学生を育成できているかどうかを，エビデンスとともに説明できているか。
　・法令で定められた情報公開が学外者にもわかりやすく適切に行えているか。
　・教職課程の自己点検・評価に関して，根拠となる資料やデータ等を示しつつ，わかりやすく評価書を公表することができているか。

- - - - - - - - - - - A - - -

１１．教育委員会との連携・交流等の状況
・教員の採用を担う教育委員会と適切に連携・交流を図り，地域の教育課題や「校長及び教員としての資質の向上に関する指標」を踏まえた教職課程の充実や，学生の

指導の充実につなげることができているか。
- - - - - - - - - - - A - - -

１２．教育実習等を実施する学校との連携・協力の状況
　・学校体験活動や学習指導員としての活動など学校現場での体験活動を行う機会を積極的に提供できているか。

- - - - - - - - - - - A - - -

１３．学外の多様な人材の活用状況
　・学外の諸機関との連携の下，教育課程を充実するために学外の多様な人材を実務経験のある教員又はゲストスピーカー等として活用することができているか。

- - - - - - - - - - - A - - -

各学部・研究科の教職課程に係る点検・評価項目（部局）

１．個々の授業科目の到達目標を達成するための計画策定とPDCAサイクルの実施
　・法令，教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画，学習指導要領及び教職課程コアカリキュラムへの対応が図られているか。
　・学修成果や自己点検・評価の結果等を踏まえて充実が図られ，目標及び計画の適切な見直しが行われているか。

- - - - - - - - - - - A - - -

２．アクティブ・ラーニングやICTの活用など新たな手法の導入状況
・授業科目の到達目標に応じ，少人数のアクティブ・ラーニングやICTを活用した新たな手法を導入し，「考える」，「話す」，「行動する」などの多様な学びをもたらす工夫

が行なわれているか。
- - - - - - - - - - - A - - -

３．教職実践演習及び教育実習等の実施状況
・教職課程において，特に重要な役割を果たす教職実践演習，教育実習（学校体験活動を含む）は，事前指導・事後指導を含め，各部局の主体的な関与の下で適切に行

われているか。
- - - - - - - - - - - A - - -

４．成績評価の平準化
　・同一名称の授業科目を複数の教員が分担して開講している場合に成績評価の平準化を図ることができているか。

- - - - - - - - - - - A - - -

５．教員の養成の目標の達成状況を明らかにするための情報の設定及び達成状況
　・教職実践演習に向けた「履修カルテ」を適切に活用できているか。

- - - - - - - - - - - A - - -

６．ＦＤ・ＳＤの実施状況
・教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画への理解，並びに，教職課程を担う教員として望ましい資質・能力を身に付けさせるためのＦＤ・ＳＤへの参加

が確保されているか。
- - - - - - - - - - - A - - -

７．教職課程を履修する学生の確保に向けた取組の状況
　・教職課程に関する積極的な情報提供の実施ができているか。
　・教員の養成の目的に照らして適切に学生を受け入れているか。

- - - - - - - - - - - A - - -

８．学生に対する履修指導の実施状況
・必要な体制や施設・設備を整えた上で，個々の学生の教職に対する意欲を踏まえつつ，学生に教職の履修に当たって学修意欲を喚起するような適切な履修指導を行

えているか。
　・「履修カルテ」を適切に活用できているか。
　・学生に教職への入職に関する情報を適切に提供するなど，学生のニーズに応じたキャリア支援体制が適切に構築されているか。

- - - - - - - - - - - A - - -

９．教育実習等を実施する学校との連携・協力の状況
　・教育実習を実施する学校と適切に連携・協力を図り，実習の適切な実施につなげることができているか。

- - - - - - - - - - - A - - -
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令和6年度　自己点検・評価

【報告事項】

　対象年度における取組状況（課題の改善状況及び特筆した成果等の状況を含む）又は現在の状況についての総括

○教育課程に係る点検・評価項目

部局 内容

人文学部・人文社会科学研究科

学位授与および教育課程方針、成績評価基準等を明確に示し、組織的に学生指導を行っている。また、各授業については授業担当教員が到達目標、
成績評価基準をシラバスに明記し、学生へ周知している。以上のことから該当項目を満たしていると評価した。
2023年度については、2022年度より再開された、協定校からの交換留学生の受入および派遣が活発になり、前期は41名の受け入れと5名の派
遣を、後期には30名の受け入れと4名の派遣を行った（年間受け入れ計71名、派遣計9名）。また、人文学部国際交流委員会として、2022年度に
続き、タイフィールドスタディを企画・実施した。2024年2月16日〜24日の9日間、タイの国際NGO での研修や現地学生との交流を通して、タイ
の現状と、そこから見えてくる日本を含む先進国の姿を知ることにより、各種メディアや文献だけでは知ることができないタイを含む東南アジアへ
の理解を深めることを目標として、研修を行い、計5名の人文学部の学生が参加した。研修終了後には、参加者によって66ページに及ぶ詳細な報
告書が作成された。報告書には、「自分一人では絶対にできないような貴重な体験をすることができ、生きる力になりました」、「このフィールドスタ
ディにおいて、私は子どもの頃の果てしない好奇心や、新たな挑戦にワクワクする気持ちを思い出した。そして、自分の意見を発言する機会が多く
あったことや、タイの人の活気や元気に触れたことで、自分も元気を取り戻したように感じる」、「目標であった「新たな価値観を手に入れること」が
達成できたように思う。9日間の研修で様々な「はじめて」を経験して、確実に自分の世界が広がった」などの記述があり、高く評価された。

教育学部・教育学研究科
教育学部におけるアカデミックポリシーに則ったカリキュラムの体系づけなどの取組による成果は，教員を志望する学生の質の保証について効果が
発現できている現状にあると判断できる。

医学部 地域及び国際社会において指導性を発揮する人材を養成できるよう、今後も改善・向上に取り組む。

医学系研究科 医科学専攻（修士課程） 医学や医療産業に貢献する優れた研究・実践能力を有する人材を育成できるよう、今後も改善・向上に取り組む。

医学系研究科 生命医科学専攻（博士課程） 地域及び国際社会において指導性を発揮する人材を養成できるよう、今後も改善・向上に取り組む。

医学系研究科 看護学専攻（博士前期課程） 看護の発展に貢献する高度な専門性を備えた人材を育成できるよう、今後も改善・向上に取り組む。

医学系研究科 看護学専攻（博士後期課程）
『俯瞰的視野』をもち、他の学問領域等と協議しながら新たな知見を導き出し、地域に根差した独自性豊かな看護学研究成果を生み出すことのでき
る人を育成できるよう、今後も改善・向上に取り組む。

工学部・工学研究科 全ての項目で不適な箇所は見受けられず、改善の必要はないと判断している。

生物資源学部・生物資源学研究科 該当項目を満たしていると判断した。

地域イノベーション学研究科

令和６年度の地域イノベーション学研究科の教育課程に関する自己点検・評価を実施し、上記のとおり全ての観点において該当項目を満たしている
と判定した。
なお，観点４については，一部の資料において担当教員の変更が適切に反映されていなかったが，観点に対する評価に影響を与えるものではな
かったため，評価はＡとし，資料の修正を行った。

教育を担当する理事
（教育推進・学生支援機構）

現在の三重大学教育推進・学生支援機構全学共通教育センターにおける教育課程に係わる内部質保証に関しては、全ての観点について、該当項目
を満たしていた。
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令和6年度　自己点検・評価

【報告事項】

　対象年度における取組状況（課題の改善状況及び特筆した成果等の状況を含む）又は現在の状況についての総括

○学生の受入に係る点検・評価項目

部局 内容

教育を担当する理事
（教育推進・学生支援機構）

現在の状況について，上記のとおり，内部の質保証を満たしていると自己評価を行った。

人文社会科学研究科

１．本研究科の「求める学生像」は専攻ごとのアドミッション・ポリシーに示されており、「入学者選抜の基本方針」については「学生募集要項」のなか
でアドミッション・ポリシーに対応する評価方法を表記し、専門科目について必要とされる学問分野を専攻ごとに明記している。
２．入学選抜の方針及び実施体制については人文学部入試委員会と２専攻の大学院入試実施委員会が協力して対応している。
３．入試委員会および各専攻の大学院入試実施委員会はそれぞれ議事概要等を記録している。また、改善が必要な場合は、担当する委員会（入試委
員会あるいは各専攻の大学院入試実施委員会）が専攻会議および研究科委員会に提案し、審議を経て決定している。
４．学部は全学科で基準を満たしている。大学院のうち社会科学専攻のみ基準を満たしていない

教育学研究科

１．学生募集要項に「求める学生像」及び「入学者選抜の基本方針」の双方を明示している。
２．入学者選抜方法（学力検査，面接等）が入学者選抜の基本方針に適合するよう、筆記試験の問題作成要項と口述試験実施要項や評価基準を作成
し、筆記試験・口述試験の担当者はそれに基づいて筆記試験の作問ならびに口述試験実施を行っている。
３．教職大学院の入試・広報委員会のメンバーを中心として前年度入試の検証を継続的に行っており、分野・教科を超えた教員チームを構成するこ
とによって公正で統一的な入試選抜を実施する体制を整備している。
４．過去5年間の入学定員に対する実入学者の割合の平均は85%

医学系研究科 入学者受け入れ方針に沿った学生受け入れを行っており、今後も改善・向上に取り組む。

工学研究科 工学研究科の学生受入は問題なく実施されていることを確認した。

生物資源学研究科 該当項目を満たしていると判断した。

地域イノベーション学研究科
令和６年度の地域イノベーション学研究科の学生の受入に係る自己点検・評価を実施し、上記のとおり全ての観点において該当項目を満たしている
と判定した
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令和6年度　自己点検・評価

【報告事項】

　対象年度における取組状況（課題の改善状況及び特筆した成果等の状況を含む）又は現在の状況についての総括

○学生支援に係る点検・評価項目

部局 内容

教育を担当する理事
（教育推進・学生支援機構）

自己点検の結果、上記のすべての点検・評価項目について、該当項目を満たしていた。
令和5 年度においては、円安やウクライナ情勢等の国際情勢に端を発する資源価格上昇に伴う物価高の影響により、厳しい生活を余儀なくされて
いる学生に対し、学生生活をおくるための食費や修学に必要な消耗品を一人当たり8 千円相当の支援を153 名に行った。また、就職相談や就職ガ
イダンス、学内合同企業説明会などについてオンラインや対面で実施して学生への就職支援体制を維持したほか、学生総合支援機構主催で「ポスト
コロナ期のメンタルサポートについて～三重大生が充実したキャンパスライフを送るには～」と題して「学生支援サミット2023」を開催した。

○学生支援（留学生）に係る点検・評価項目

部局 内容

国際交流を担当する副学長
（国際交流センター）

自己点検の結果、上記のすべての点検・評価項目について、該当項目を満たしていた。
令和４年度までは新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から対面での支援を制限していたが、令和５年度以降は新渡日オリエンテーションの対
面実施の再開をはじめ、文化体験ツアーや歓迎会の実施等、留学生の学生生活がより充実したものになるよう努めている。

○施設及び設備に係る点検・評価項目

部局 内容

施設及び設備を担当する理事
（施設マネジメント会議）

大学設置基準に基づき、必要な施設及び設備が設置されていることを確認した。

○ICT環境に係る点検・評価項目

部局 内容

情報を担当する理事
（情報基盤センター）

総合情報処理センターを改修し、名称を情報基盤センターに変更した。改修後の情報基盤センターには、ＩＣＴ環境を活用できる自習スペースである
「ＩＴコモンズ」を設置して、学習環境の整備を進めた。

○図書資料等に係る点検・評価項目

部局 内容

情報を担当する理事
（附属図書館）

コロナ禍以降、学外からでも利用が可能な電子ブックの整備を推進したことで、電子ブックの利用が大幅に増加しており、非来館型の図書館利用が
拡大している。
学内各部局での学習環境整備が進み、学生が自らの学習スタイルにあわせて自由に環境を選べるようになってきているが、附属図書館においても
授業時間外や長期休暇中でも一定の利用が見られ、選択肢の一つとして効果的に利用されている。
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令和6年度　自己点検・評価

【報告事項】

　対象年度における取組状況（課題の改善状況及び特筆した成果等の状況を含む）又は現在の状況についての総括

○各学部・研究科の教職課程（全学）に係る点検・評価項目

部局 内容

教育学部・教育学研究科
教育学部の教職課程におけるアカデミックポリシーに則ったカリキュラムの体系づけなどの取組による成果
は，教員を志望する学生の質の保証について効果が発現できている現状にあると判断できる。

教育を担当する理事
（教育推進・学生支援機構）

本年度の自己点検については、どの項目も該当項目を満たしている。特に、①２.教員の養成の目標及び当該目標を達成するための計画策定と
PDCA サイクルの実施、②「９.授業評価アンケートの活用と授業改善」、③「11.教育委員会との連携・交流等の状況」については、改善を推進してい
る。
①については、全学教職課程履修者（2～4年生）を対象に、 三重県「校長及び教員としての資質の向上に関する指標」の各項目に対し、4段階で自
己評価を実施し、その集計結果で数値の低かった指標に対する理解を深め、改善策の次年度の各授業科目への具体化を進める。
②については、令和6年9月12日教育学生会議の令和５年度三重大学学びの振り返り/授業評価アンケート実施結果報告で明らかにされている、授
業における学生からの評価のうち、評価の低い項目を中心として令和6年12月4日開催の資格プログラム部門教職課程グループ会議について協
議し、全学教職課程での分析を進め、第４四半期中に全学教職課程に関連した改善に資するFDの開催を予定している。
③については、「三重大学と三重県教育委員会との連携協力に関する協定に基づく連携推進会議」において、資格プログラムセンター長の副学長及
び、教育担当の学長補佐が出席し、県教委関係者及び三重県立学校長会長と議論をする中で、本学の全学教職課程の現状の理解を得た。県の教員
確保のための各種施策や教員を目指す学生向けの企画に対し全学教職課程としても協力をし、より多くの学生の参加を促していく。

○各学部・研究科の教職課程（部局）に係る点検・評価項目

部局 内容

人文学部・人文社会科学研究科
教職課程に係る点検の結果、すべての評価項目について該当項目を満たしているという結果が出た。現在で十分な取り組みがなされているが、改
善を必要とする状況が今後発生しないように注意しなければならない。

工学部・工学研究科 全ての項目で不適な箇所は見受けられず、改善の必要はないと判断している。

生物資源学部・生物資源学研究科 該当項目を満たしていると判断した。
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令和6年度　自己点検・評価

【改善点とその改善方策】

　自己点検の結果，評価Ｂ（評価基準を満たしていない）の項目だった内容と改善の方策について

○学生の受入に係る点検・評価項目

部局 評価Bの項目 改善の方策

人文社会科学研究科（修士課程） ４．実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっていないこと。

項目４について大学院人文社会科学研究科の社会科学専攻で基準を下回る。同専攻入学定員7名に対
する入学者の割合は５年平均で60％である。5年間の志願者平均7.2名および合格者平均4.2名であ
ることから、合格率60％の水準が未充足の原因である。2次募集を実施してきたが応募はなく、改善策
を現在検討中のところ、まず過去問題の公開拡大を行った。今後も未充足の解消につなげる努力を継
続する。

医学系研究科　医科学専攻（修士課程） ４．実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になっていないこと。

過去5年間の入学定員充足率の平均が「0.7倍未満」であり、実入学者数が、入学定員を大幅に下回る
状況になっている。改善策として、令和３年度に新設した「三重大学大学院医学系研究科医科学専攻入
学特別奨学金制度」の継続の他、大学院入試説明会の継続実施、学務課からの広報書類の送付および
教員によるリクルート活動を学内・他大学・他病院等に対して引き続き行うことによって志願者数の増
加を図る。
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令和5年度　自己点検・評価結果の改善状況

【改善点とその改善方策】

①自己点検の結果，評価Ｂとなった項目について

○学生の受入に係る点検・評価項目

部局 評価・点検項目及び改善事項 改善の方策 改善状況

医学系研究科
医科学専攻　修士課程

４．実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回
る状況になっていないこと。

⇒過去5年間の入学定員充足率の平均が「0.7倍未満」であ
り、実入学者数が、入学定員を大幅に下回る状況になってい
る。

令和３年度に新設した「三重大学大学院医学系研究科医科学専攻
入学特別奨学金制度」の継続の他、大学院入試説明会の継続実
施、学務課からの広報書類の送付および教員によるリクルート活
動を学内・他大学・他病院等に対して引き続き行うことによって
志願者数の増加を図る。

「三重大学大学院医学系研究科医科学専攻入学特別奨学金制度」に
より令和６年度新入生に奨学金支給者の募集をしていることを通知
している。また、入学試験説明会を継続して実施し、三重大学以外の
方が説明会に参加し、出願も多数見られた。令和5年度に着任した新
教授が新型コロナウイルス感染症の流行により一層の重要性が認め
られた実地疫学に関する科目を新設し、現場で働く社会人を含め修
士学生の獲得に積極的に動いており、令和６年度に当該教育研究分
野に新入生が入学している。

生物資源学研究科

５．飛び入学を行っている場合、制度が適切に運用されている
こと。

⇒飛び入学に関して必要な要件（修得すべき単位数、成績等）
を公表していない。

飛び入学に関して必要な要件を研究科ホームページでの公表に
ついて検討を行い、制度を適切に運用する。

飛び入学に関して必要な要件を研究科ホームページでの公表した。

地域イノベーション学研究科
地域イノベーション学専攻
博士後期課程

４．実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回
る状況になっていないこと。

⇒過去5年間の入学定員充足率の平均が「1.3倍以上」であ
り、実入学者数が、入学定員を大幅に超える状況になってい
る。

入試の志願状況及び実入学者数の推移を確認し適正な入学者数
の確保を図る。

入試の志願状況及び実入学者数の推移を確認し適正な入学者数の
確保を図ってきたところ，入学定員6名に対し，令和５年度は入学者
６名，令和６年度は入学者５名であり，入学定員充足率は令和２年度
～令和６年度の５年平均で１．２７倍となり，過去５年間の平均の入学
定員充足率が大幅に超えていた状況は改善された。

○ICT環境に係る点検・評価項目

部局 評価Bの項目及び改善事項 改善の方策 改善状況

情報を担当する理事
（情報教育・研究機構）

２．自習室，グループ討議室，情報機器室，教室・教育設備等の
授業時間外使用等による自主的学習環境が十分に整備され，
効果的に利用されていること。

⇒改修工事のため自習室等が利用できない状態にある。

令和６年度から新たに自主的学習環境を整備し、効果的にＩＣＴ環
境を利用できるようにする。

情報基盤センター内に、ICT環境を効果的に利用した自主的学習が
可能なスペースであるITコモンズを新たに設置し、令和６年１０月１
日にオープンした。
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